
1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総務部・総務課・行政係 

個人情報ファイルの名称 調査員従事台帳 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部総務課 

個人情報ファイルの利用目的 表彰に係る経歴把握のため 

記録項目 

1 氏名、2 性別、3生年月日、4年齢、5住所、6 職業、7 電話番

号、8調査名、9調査回数、10 功労表彰選定基準点数、11 従事

年、12 年数、13 受賞年月日、14 受賞歴 

記録範囲 統計調査員として従事していた者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総務部・総務課・秘書広報広聴係 

個人情報ファイルの名称 Ｒ４市民アンケートデータ（調整用） 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部総務課 

個人情報ファイルの利用目的 市民満足度調査に伴う対象者抽出 

記録項目 

1.氏名、2.住所、3.性別、4.生年月日、5.世帯番号、6.個人番

号、7.個人番号、8.行政区（地域） 

記録範囲 無作為抽出した対象者 1,000 人（18 歳以上：R5.1.1 現在） 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総務部・財政課・管財係 

個人情報ファイルの名称 入札参加申請受付システム 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部財政課 

個人情報ファイルの利用目的 入札参加資格保有業者の管理を行うため 

記録項目 

1 法人名、２法人住所、３電話番号、４代表者氏名、５資本金、

６申請担当者氏名、７メールアドレス、８ＦＡＸ番号、９会社

免許・資格情報、１０従業員氏名（資格を持っている者のみ）、

１１従業員資格情報 

記録範囲 入札参加申請希望者 

記録情報の収集方法 申請者本人又は代理人によるシステムへの記録 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総務部・財政課・管財係 

個人情報ファイルの名称 全寄附受納者一覧（ふるさと納税含む） 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部財政課 

個人情報ファイルの利用目的 寄附者を対象とした善行表彰用の累計寄附額把握のため 

記録項目 

1 寄附者名、２代表者名（フリガナ）、３住所、４領収日、５受

入財産、６種類、７善行表彰受賞歴 

記録範囲 寄附申請者 

記録情報の収集方法 本人からの寄附申込書、レジホームからの抽出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総務部・財政課・管財係 

個人情報ファイルの名称 ワンストップ特例申請書 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部財政課 

個人情報ファイルの利用目的 ふるさと納税のワンストップ特例処理を行うため 

記録項目 

1 住所、２氏名（フリガナ）、３個人番号、４生年月日、５電話

番号、６寄附年月日、７寄附金額 

記録範囲 ふるさと納税寄附者本人 

記録情報の収集方法 
寄附者情報をシステムより出力し、本人へ送付、個人番号等記

入後、郵送により提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（個人番号） 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



4 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】総務部・財政課・管財係 

個人情報ファイルの名称 免許書、マイナンバーカードの写し 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
総務部財政課 

個人情報ファイルの利用目的 
ふるさと納税のワンストップ特例処理の際、申請書との照合作

業を行うため 

記録項目 

1 住所、２氏名（フリガナ）、３個人番号、４生年月日 

記録範囲 ふるさと納税寄附者本人 

記録情報の収集方法 ワンストップ特例申請書に添え、郵送により提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（個人番号） 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・市民課・戸籍住民係 

個人情報ファイルの名称 戸籍簿・除籍簿・改製原戸籍簿 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 戸籍管理 

記録項目 

本籍、氏名、生年月日、出生日、出生地、続柄、父母の氏名 

記録範囲 本籍が田村市にある人 

記録情報の収集方法 届出、他市町村からの届出の送付 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 他市町村 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・市民課・戸籍住民係 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 住民基本台帳管理 

記録項目 

住所、氏名、生年月日、続柄、本籍、性別、異動前住所 

住民年月日、住民届出日、住定年月日、住定届出日、転出先住

所、世帯員 

記録範囲 住所が田村市にある人 

記録情報の収集方法 届出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 他市町村 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・市民課・国保年金係 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険資格簿 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 資格管理 

記録項目 

住所、氏名、生年月日、国保資格情報 

記録範囲 国保の得喪履歴のある人 

記録情報の収集方法 世帯主からの届出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



4 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・市民課・国保年金係 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険税賦課簿 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 賦課管理 

記録項目 

住所、氏名、生年月日、賦課情報 

記録範囲 国保税賦課対象者 

記録情報の収集方法 国民健康保険資格簿に基づく 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



5 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・市民課・国保年金係 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険保険給付簿 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 給付管理 

記録項目 

住所、氏名、生年月日、給付情報 

記録範囲 給付申請があった人 

記録情報の収集方法 世帯主からの申請 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



6 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・市民課・生活改善支援係 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険保健事業簿 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 保健指導対象者抽出、保健指導実施のため 

記録項目 

1.受診者情報（氏名、住所、個人番号、生年月日、性別、電話

番号） 

2.受診情報（受診日、健診結果） 

3.保健指導結果 

記録範囲 40～74 歳の特定健診受診者 

記録情報の収集方法 本人、特定健診委託機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



7 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・市民課・国保年金係 

個人情報ファイルの名称 年金異動等簿 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 国民年金の得喪関係で加入履歴の構築 

記録項目 

氏名、住所、生年月日、基礎年金番号、加入日、喪失日 

記録範囲 20 歳以上 60 歳未満 

記録情報の収集方法 届出、国民年金機構からの通知 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まれない 

記録情報の経常的提供先 国民年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



8 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・市民課・国保年金係 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療保険料賦課・徴収簿 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療保険料の賦課・徴収事務を行うため 

記録項目 

氏名、住所、生年月日、年金支給額、保険料額、納付額 

記録範囲 後期高齢者被保険者 

記録情報の収集方法 本人、広域連合 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



9 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・市民課・国保年金係 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療保険資格簿 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療保険の資格事務を行うため 

記録項目 

氏名、住所、生年月日 

記録範囲 後期高齢者被保険者 

記録情報の収集方法 本人、広域連合 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



10 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・市民課・国保年金係 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療保険給付簿 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療保険の給付事務を行うため 

記録項目 

氏名、住所、生年月日、口座情報 

記録範囲 後期高齢者被保険者 

記録情報の収集方法 本人、広域連合 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



11 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・市民課・生活改善支援係 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療保健事業簿 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 保健指導対象者抽出、保健指導実施のため 

記録項目 

1.受診者情報（氏名、住所、個人番号、生年月日、性別、電話

番号） 

2.受診情報（受診日、健診結果） 

記録範囲 75 歳以上の健康診査受診者 

記録情報の収集方法 本人、特定健診委託機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・税務課・課税係 

個人情報ファイルの名称 住民情報システム（市県民税（普通徴収、特別徴収）） 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 市県民税の賦課徴収等の事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、２住所、３郵便番号、４生年月日、５所得金額、 

６控除金額、７年税額、８特徴事業所番号、９特徴事業所名、

10 宛名番号、11 世帯番号 

記録範囲 市県民税課税対象者 

記録情報の収集方法 本人申告、税務署、年金事務所、給与事業所 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まれない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・税務課・課税係 

個人情報ファイルの名称 住民税申告書 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 市県民税の賦課の事務を行うため 

記録項目 

1 住所、2住所（1/1 現在）、3生年月日、 

4 所得金額、5収入金額、6控除金額、7 年税額、 

8 控除対象者名、9 世帯主名、10 宛名番号、11 世帯番号 

記録範囲 市県民税課税対象者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・税務課・課税係 

個人情報ファイルの名称 税務ＬＡＮシステム 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 確定申告書の作成及び住民税課税情報の入力 

記録項目 

1 氏名、２住所、３郵便番号、４生年月日、５所得金額、 

６控除金額、７年税額、８特徴事業所番号、９特徴事業所名、

10 宛名番号、11 世帯番号 

記録範囲 市県民税課税対象者 

記録情報の収集方法 本人、年金事務所、税務署、給与事業所 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



4 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・税務課・課税係 

個人情報ファイルの名称 住民情報システム（特別徴収分） 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 市県民税（特別徴収）の賦課事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、２住所、３郵便番号、４生年月日、５所得金額、 

６控除金額、７年税額、８特徴事業所番号、９特徴事業所名、

10 宛名番号、11 世帯番号 

記録範囲 市県民税課税対象者 

記録情報の収集方法 本人申告、税務署、給与事業所 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まれない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



5 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・税務課・課税係 

個人情報ファイルの名称 住民税申告書（特別徴収分） 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 市県民税(特別徴収)の賦課事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、２住所、３郵便番号、４生年月日、５所得金額、 

６控除金額、７年税額、８特徴事業所番号、９特徴事業所名、

10 宛名番号、11 世帯番号 

記録範囲 市県民税課税対象者 

記録情報の収集方法 本人申告、税務署、年金事務所、給与事業所 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



6 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・税務課・課税係 

個人情報ファイルの名称 税務ＬＡＮシステム（特別徴収） 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 市県民税(特別徴収)の賦課事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、２住所、３郵便番号、４生年月日、５所得金額、 

６控除金額、７年税額、８特徴事業所番号、９特徴事業所名、

10 宛名番号、11 世帯番号 

記録範囲 市県民税課税対象者 

記録情報の収集方法 本人申告、税務署、年金事務所、給与事業所 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



7 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・税務課・課税係 

個人情報ファイルの名称 住民情報システム（軽自動車税） 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税の賦課徴収を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 郵便番号、3 住所、4 生年月日、5 車名、6 型式及び

年式、7原動機型式、8車台番号、9総排気量、10 車種 

11 取得月日、12 届け出日、13 標識番号、14 宛名番号 

記録範囲 軽自動車等保有者 

記録情報の収集方法 異動申告書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 

 

 



8 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・税務課・課税係 

個人情報ファイルの名称 住民情報システム 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 原動機付自転車等の登録及び標識番号交付事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2郵便番号、3 住所、4生年月日、5車名、 

6 型式及び年式、7 原動機型式、8車台番号、9総排気量、 

10 車種、11 取得月日、12 届け出日、13 標識番号、14 宛名番号 

記録範囲 原動機付自転車登録者 

記録情報の収集方法 本人申告 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



9 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・税務課・資産税係 

個人情報ファイルの名称 固定資産税管理システム 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税賦課徴収事務を行うため 

記録項目 

１納税義務者情報、２不動産登記情報、３評価情報、４課税情

報 

記録範囲 固定資産税納税義務者である所有者、権利者 

記録情報の収集方法 法務局、本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 法務局 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



10 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・税務課・資産税係 

個人情報ファイルの名称 罹災証明申請受付簿 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 R4.3 福島県沖地に係る罹災証明書発行事務を行うため 

記録項目 

１受付日、２申請者住所・氏名、３世帯主住所・氏名、４り災

場所、５被害程度、６現地調査有無、７調査（認定）結果、８

証明書発行日 

記録範囲 固定資産税納税義務者である所有者、権利者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 社会福祉課（生活再建制度担当） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



11 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・税務課・収税係 

個人情報ファイルの名称 収納管理システム 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 収納業務を行うため 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３年齢、４性別、５個人番号、 

６世帯番号、７住所、８異動年月日等、９課税情報、 

10 収納情報 

記録範囲 課税対象者 

記録情報の収集方法 課税情報、会計課 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



12 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・税務課・収税係 

個人情報ファイルの名称 滞納管理システム 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 滞納業務を行うため 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３年齢、４性別、５個人番号、 

６世帯番号、７住所、８異動年月日等、９課税情報、 

10 滞納情報 

記録範囲 課税対象者 

記録情報の収集方法 収納管理システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・環境課・環境衛生係 

個人情報ファイルの名称 畜犬登録原簿（畜犬管理システム） 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部環境課 

個人情報ファイルの利用目的 畜犬及び所有者情報を管理するため 

記録項目 

１所有者氏名 ２所有者住所 ３電話番号 ４鑑札番号 ５

登録年月日 ６犬の種類 ７犬の毛色 ８犬の性別 ９犬の

名前 10 犬の生年月日 11 犬の所在地 12 予防注射の実施記

録 

記録範囲 犬の所有者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・環境課・廃棄物対策係 

個人情報ファイルの名称 衛生管理システム 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部環境課（たむら衛生処理センター） 

個人情報ファイルの利用目的 し尿汲取及び浄化槽清掃に関する情報を管理するため 

記録項目 

１使用者情報（加入者番号、使用者名、カナ氏名、設置住所、

電話番号、納付書送付先、口座情報、住宅地図上の位置）、 

２し尿汲取及び浄化槽清掃情報（作業日、作業車両、汲取量、

清掃量、料金、収納日）、３浄化槽情報（区分、人槽、メーカ

ー型式、容量、保守点検会社） 

記録範囲 し尿汲取及び浄化槽清掃 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民部・生活安全課・生活安全係 

個人情報ファイルの名称 福島県市民交通災害共済申込書兼会員台帳 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部生活安全課（福島県市民交通災害共済組合 田村事務所） 

個人情報ファイルの利用目的 市民交通災害共済の加入者情報を管理するため 

記録項目 

１加入世帯主氏名 ２加入者氏名 ３加入者住所  

４電話番号 ５行政区名 

記録範囲 市民交通災害共済の加入者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保健福祉部・社会福祉課 社会福祉係 

個人情報ファイルの名称 第十一回特別弔慰金請求処理簿 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

戦没者の遺族に対する特別弔慰金の請求受付をした者につい

て、データベース管理し、請求指導、記名国債の交付等の参考

資料として活用するため 

記録項目 

１ 裁定番号、２ 戦没者氏名、３ 戦没者生年月日、４ 戦没者

死亡年月日、５ 戦没者本籍、６ 請求者氏名、７ 請求者生年

月日、８ 請求者と戦没者との関係、９ 請求者郵便番号、10 請

求者住所、11 請求者死亡による相続人名  

記録範囲 特別弔慰金請求者及び戦没者 

記録情報の収集方法 請求者からの請求書類記載情報 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保健福祉部・社会福祉課 障害福祉係 

個人情報ファイルの名称 障害者福祉システム（身体障害者手帳交付事務等） 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

身体障害者福祉法施行令、療育手帳要綱第 5、精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律施行令に基づく手帳交付事務及び

台帳管理のため 

記録項目 

１ 氏名、２ 生年月日、３ 住所、４ 申請区分、５ 交付年月

日、６ 等級、７ 障害名、８ 障害原因、９ 障害種別 

記録範囲 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者 

記録情報の収集方法 本人または家族からの申請 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 都道府県知事又は市町村長 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保健福祉部・社会福祉課 障害福祉係 

個人情報ファイルの名称 障害者福祉システム（更生指導台帳） 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部社会福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 身体障害者、知的障害者に対する更生援護を行うため 

記録項目 

１ 氏名、２ 生年月日、３ 住所、４ 申請区分、５ 交付年月

日、６ 等級、７ 障害名、８ 障害原因、９ 障害種別、10 家

族状況、11 補装具費購入(修理)等給付記録、12 日常生活用具

給付記録、13 相談記録、14 障害福祉サービス給付記録、15 障

害児支援給付記録、16 特別障害者手当等給付記録 

記録範囲 障害者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人、家族、関係機関、旧住所地の市町村 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 転出した場合、新居住地の市町村 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

 
作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 
 



1 

個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】保健福祉部・こども未来課 子育て応援係 

個人情報ファイルの名称 家庭児童相談受付票 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部こども未来課 

個人情報ファイルの利用目的 家庭児童相談事務管理 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３住所、４保護者名、５所属、６続柄、

７相談内容、８連絡先 

記録範囲 相談者（住所が田村市にある者） 

記録情報の収集方法 本人、保護者、関係機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 児童相談所、警察、教育委員会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



2 

個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】保健福祉部・こども未来課 子育て応援係 

個人情報ファイルの名称 妊婦一般健康診査診療費助成台帳 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部こども未来課 

個人情報ファイルの利用目的 妊婦一般健康診査診療費助成事務管理 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３住所、４続柄、５健康診査内容、６連

絡先 

記録範囲 妊婦（住所が田村市にある者） 

記録情報の収集方法 本人、配偶者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 医療機関 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



3 

個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】保健福祉部・こども未来課 子育て応援係 

個人情報ファイルの名称 乳幼児健康診査台帳 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部こども未来課 

個人情報ファイルの利用目的 乳幼児健康診査事務管理 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３住所、４保護者、５続柄、６健康診査

内容、６連絡先 

記録範囲 乳幼児、保護者（住所が田村市にある者） 

記録情報の収集方法 本人、保護者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



4 

個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】保健福祉部・こども未来課 子育て応援係 

個人情報ファイルの名称 妊産婦・新生児・乳児全戸訪問指導記録台帳 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部こども未来課 

個人情報ファイルの利用目的 妊産婦・新生児・乳児全戸訪問指導事務管理 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３住所、４保護者、５続柄、６訪問記録

内容、７連絡先 

記録範囲 妊産婦・新生児・乳児（住所が田村市にある者） 

記録情報の収集方法 本人、保護者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



5 

個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】保健福祉部・こども未来課 子育て応援係 

個人情報ファイルの名称 予防接種管理台帳 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部こども未来課 

個人情報ファイルの利用目的 予防接種事務管理 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３住所、４保護者、５続柄、６予防接種

記録内容、７連絡先 

記録範囲 乳幼児、保護者（住所が田村市にある者） 

記録情報の収集方法 本人、保護者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



6 

個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】保健福祉部・こども未来課 こども育成係 

個人情報ファイルの名称 アドワールドシステム 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部こども未来課 

個人情報ファイルの利用目的 入所者に関する事務 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３住所、４保護者、５続柄、６入所施設、

６連絡先、７所得情報 

記録範囲 児童、保護者、入所施設 

記録情報の収集方法 本人、保護者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



7 

個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】保健福祉部・こども未来課 こども育成係 

個人情報ファイルの名称 ひとり親医療費支給システム 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部こども未来課 

個人情報ファイルの利用目的 入所者に関する事務 

記録項目 

１受給者氏名、２生年月日、３住所、４子氏名、５続柄、６連

絡先、７所得判定、８加入保険 

記録範囲 受給者、子 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



1 

個人情報ファイル簿（単票）   【課名・係名】保健福祉部・こども未来課 子育て支援センター 

個人情報ファイルの名称 カルテ 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部こども未来課 

個人情報ファイルの利用目的 
ファミリーサポートセンター会員登録、援助活動に関する事務

を行うため 

記録項目 

1 会員番号、2 氏名、3 生年月日、４住所、5 電話番号、6 緊急

連絡先、7 職業、8 雇用形態、9 勤務先名、10 経歴、11 勤務先

住所、12 免許・資格、13 家族構成、14 可能な援助内容(預かり

会員)、15 子どもについて・受けたい援助内容・(お願い会員)、

16 打ち合わせ希望日時 

記録範囲 ファミリーサポートセンターへ会員登録した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



2 

個人情報ファイル簿（単票）   【課名・係名】保健福祉部・こども未来課 子育て支援センター 

個人情報ファイルの名称 会員名簿 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部こども未来課 

個人情報ファイルの利用目的 
ファミリーサポートセンター会員登録、援助活動に関する事務

を行うため 

記録項目 

1 会員番号、2 氏名、3 生年月日、4年齢、5 住所、6 電話番号、

7 職業、8子どもの年齢・人数(お願い会員)、9会員人数 

記録範囲 ファミリーサポートセンターへ会員登録した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保健福祉部・保健課・健康増進係 

個人情報ファイルの名称 健康管理データバンクシステム（総合健診） 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部保健課 

個人情報ファイルの利用目的 総合健診に係る対象者及び受診結果管理のため 

記録項目 

１受診者情報（氏名、住所、個人番号、生年月日、性別）２受

診情報（受診日、受診機関、受診結果） 

記録範囲 20 歳以上の健康診査および各種がん検診受診者 

記録情報の収集方法 本人、健康診査及び各種がん検診受託機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保健福祉部・保健課・健康増進係 

個人情報ファイルの名称 健診受診者名簿 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部保健課 

個人情報ファイルの利用目的 受診結果管理のため 

記録項目 

１受診者情報（氏名、住所、個人番号、生年月日、性別）２受

診情報（受診日、受診機関、受診結果） 

記録範囲 20 歳以上の健康診査および各種がん検診受診者 

記録情報の収集方法 受託機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保健福祉部・保健課・健康増進係 

個人情報ファイルの名称 県民健康調査対象者ファイル 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部保健課 

個人情報ファイルの利用目的 県民健康調査対象者のデータ提供のため 

記録項目 

1 対象者情報（個人番号、世帯番号、氏名、性別、生年月日、

送付先住所、住民票住所、転入者の転入前住所） 

2 転出者情報（個人番号、世帯番号、氏名、性別、生年月日、

転出先住所、異動届出日、転入前住所） 

3 死亡者情報（個人番号、世帯番号、氏名、性別、住所、死亡

日） 

記録範囲 県民健康調査対象者 

記録情報の収集方法 市民課 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



4 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保健福祉部・保健課・健康増進係 

個人情報ファイルの名称 県民健康調査「県民健診」結果ファイル 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部保健課 

個人情報ファイルの利用目的 
放射線健康管理事業、健康教育事業における市民の健康状態の

把握に利用する。 

記録項目 

１受診者情報（氏名、住所、個人番号、生年月日、性別）２受

診情報（受診日、受診結果） 

記録範囲 県民健康調査「県民健診」受診者 

記録情報の収集方法 県民健診実施機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



5 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保健福祉部・保健課・健康増進係 

個人情報ファイルの名称 新規陽性者関連記録 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部保健課 

個人情報ファイルの利用目的 感染症の発生状況、動向を分析し、感染症予防対策立案のため 

記録項目 

陽性者情報（1区分(№)、2受信月日、3 陽性判明日、4公表日、

5 発症日、6氏名、7 住所、8 生年月日、9年齢、10 性別、11 学

年等、12 家族等、13 ワクチン接種状況、14 内容、15 地区、16

感染区分、17 処遇、18 年代） 

記録範囲 新型コロナウイルス感染症罹患者 

記録情報の収集方法 保健所 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

公表又は情報提供の際には、その保護に留意 

（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

第 16 条 4項） 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保健福祉部・高齢福祉課・高齢福祉係 

個人情報ファイルの名称 敬老会集計（６月） 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 敬老事業対象者の情報を管理するため 

記録項目 

世帯番号、個人番号、住民区分、氏名ｶﾅ、氏名漢字、通称氏名

ｶﾅ、通称氏名漢字、併記氏名ｶﾅ、併記氏名漢字、生年月日、性

別、現住所郵便番号、現住所、現住所方書漢字、世帯主氏名ｶﾅ、

世帯主氏名漢字、続柄名称漢字、住民届出日、住民日、行政区

ｺｰﾄﾞ、行政区 

記録範囲 当該年度に７５歳の誕生日を迎える現存者（外国人を含む） 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システムからの抜粋 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保健福祉部・高齢福祉課・高齢福祉係 

個人情報ファイルの名称 敬老会集計（８月） 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 敬老事業対象者の情報を管理するため 

記録項目 

世帯番号、個人番号、住民区分、氏名ｶﾅ、氏名漢字、通称氏名

ｶﾅ、通称氏名漢字、併記氏名ｶﾅ、併記氏名漢字、生年月日、性

別、現住所郵便番号、現住所、現住所方書漢字、世帯主氏名ｶﾅ、

世帯主氏名漢字、続柄名称漢字、住民届出日、住民日、行政区

ｺｰﾄﾞ、行政区 

記録範囲 当該年度に７５歳の誕生日を迎える現存者（外国人を含む） 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システムからの抜粋 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保健福祉部・高齢福祉課・高齢福祉係 

個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者名簿 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
田村市災害時避難行動要支援者避難支援プランに基づく要支

援者情報の把握 

記録項目 
要支援者の要件区分、氏名、性別、生年月日、行政区（住所）、

電話番号、個別避難計画作成の有無 

記録範囲 

１．介護保険の要介護３以上の認定を受けている者 

２．身体障害者手帳１級又は２級の第１種を所持する身体障害

者（心臓、じん臓機能障害のみで該当する者は除く。） 

３．療育手帳Ａを所持する知的障害者 

４．精神障害者保健福祉手帳１・２級所持する者で単身世帯の

者 

５．市の生活支援を受けている難病患者 

６．概ね７０歳以上の一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯

で自力避難が困難な者（同居家族がいる場合も、時間帯等によ

って一人となる高齢者については除外しない。） 

７．他自治体から田村市に避難している要支援者 

８．自ら避難行動要支援者名簿への掲載を希望する者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳等の各名簿から抽出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
災害が発生し又は発生する恐れがある場合は、避難支援等関係

機関・団体その他に対し、名簿を提供することができる。 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 



4 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保健福祉部・高齢福祉課・高齢福祉係 

個人情報ファイルの名称 個別避難計画台帳（ゼンリン Lmap） 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
田村市災害時避難行動要支援者避難支援プランに基づく個別

避難計画の作成 

記録項目 

氏名、行政区、生年月日、住所、電話番号、緊急時連絡先の住

所氏名続柄電話番号、家族構成、かかりつけ病院、使用薬、医

療器具、避難支援者の住所氏名関係電話番号 等 

記録範囲 

１．介護保険の要介護３以上の認定を受けている者 

２．身体障害者手帳１級又は２級の第１種を所持する身体障害

者（心臓、じん臓機能障害のみで該当する者は除く。） 

３．療育手帳Ａを所持する知的障害者 

４．精神障害者保健福祉手帳１・２級所持する者で単身世帯の

者 

５．市の生活支援を受けている難病患者 

６．概ね７０歳以上の一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯

で自力避難が困難な者（同居家族がいる場合も、時間帯等によ

って一人となる高齢者については除外しない。） 

７．他自治体から田村市に避難している要支援者 

８．自ら避難行動要支援者名簿への掲載を希望する者 

記録情報の収集方法 対象者から個別避難計画の提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
民生児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織、行政区、消防

団及び関係機関 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 



6 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



7 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保健福祉部・高齢福祉課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 介護保険システム 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 被保険者及び要介護認定者の情報を管理するため 

記録項目 

1.被保険者情報（氏名、生年月日、年齢、性別、被保険者番号、

世帯番号、住所、異動年月日等）2.要介護認定情報（申請情報、

認定審査情報、居宅サービス計画情報、審査結果情報）、3.保

険料納付収納情報（滞納・分納・減免等）、4.受給情報（負担

限度額認定、負担割合判定、総合事業、給付制限）、5.給付情

報（福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護）、6.宛名・送付

先情報 

記録範囲 
65歳以上の被保険者及び40歳以上64歳以下の法に定める特定

疾病を持つ要介護認定申請者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、主治医、介護事業者、その他認定関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



8 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保健福祉部・高齢福祉課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 介護事業所台帳管理システム 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 介護事業所台帳の管理 

記録項目 

１事業所番号 ２申請者名称 ３申請者住所 ４申請者連絡

先 ５申請者代表者氏名 ６申請者代表者住所 ７申請者代

表者生年月日 ８申請者代表者連絡先 ９事業所名称 10 事

業所住所 11 事業所住所 12 事業所連絡先 13 事業所管理者

氏名 14 事業所管理者住所 15 事業所管理者生年月日 16 提

供サービス情報 

記録範囲 申請者代表者、事業所管理者 

記録情報の収集方法 本人、本システム県内連携データ 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 福島県・県内市町村・国民健康保険連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保健福祉部・高齢福祉課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算

申出書 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算

認定事務を行うため 

記録項目 

1.認定申請者情報（被保険者番号、申請者氏名、住所、生年月

日、性別、前回認定結果、申出事由、提出者情報、主治医、訪

問調査同席希望者）2、認定通知情報（状態区分、承認年月日、

合算有効期間） 

記録範囲 

要介護認定更新申請者で、新型コロナウイルス感染症感染防止

のため認定調査の受け入れが困難なため合算（延長）を希望す

る被保険者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
（実施なし） 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



10 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】保健福祉部・高齢福祉課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 介護認定審査会システム 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
保健福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険要介護認定事務を行うため 

記録項目 

1.認定申請者情報（申請者氏名、生年月日、年齢、性別、被保

険者番号、住所、申請年月日、申請種別、主治医、前回認定結

果）、2.認定調査情報（調査員、実施日）、3.審査会開催情報、

4. 調査票特記事項、5. 主治医意見書、6.判定結果情報 

記録範囲 
65歳以上及び40歳以上64歳以下の法に定める特定疾病を持つ

要介護認定申請者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、主治医、訪問調査員、介護認定審査会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 

 



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】産業部・農林課・林業係 

個人情報ファイルの名称 森林簿 

行政機関等の名称 福島県知事、福島県県中農林事務所長、田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
農林水産部森林計画課、森林林業部林業課、産業部農林課 

個人情報ファイルの利用目的 森林計画策定業務等の基礎資料とするために利用する 

記録項目 

森林の所在、森林所有者名、森林所有者住所、面積、樹種、林

齢 

記録範囲 地域森林計画において対象とされた森林の所有者 

記録情報の収集方法 国及び福島県 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】産業部・農林課・林業係 

個人情報ファイルの名称 林地台帳 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
産業部農林課 

個人情報ファイルの利用目的 
森林所有者や境界等の情報を一元的にとりまとめ、適切な森林

整備のために活用する 

記録項目 

森林の所有者、森林の所有者住所、森林の所在、森林の地目、

森林の面積、森林の土地の境界に関する測量等の実施状況 

記録範囲 地域森林計画において対象とされた森林の所有者 

記録情報の収集方法 本人による申請等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】産業部・商工課・商工振興係 

個人情報ファイルの名称 たむらスマイルデジタル商品券事業_購入者リスト 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
産業部商工課 

個人情報ファイルの利用目的 商品券購入者の取りまとめに利用するため 

記録項目 

1.番号 2.ID 3.クーポン種別 4.会社名 5.代表者名 6.

郵便番号 7.住所 8.電話番号 9.FAX 番号 10.営業時間 

11.定休日 12.業種 13.店舗区分  

記録範囲 紙又は web で参加店舗に申込んだ者 

記録情報の収集方法 本人による申し込み 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まれない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】産業部・商工課・商工振興係 

個人情報ファイルの名称 たむらスマイルデジタル商品券事業_参加店舗データ 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
産業部商工課 

個人情報ファイルの利用目的 デジタル商品券の参加店舗情報を取りまとめるため 

記録項目 

1.氏名 2.メールアドレス 3.電話番号 4.性別 5.生年月

日 6.年齢 7.郵便番号 8.住所 9.購入金額 10.購入セッ

ト数 11.購入日時 

記録範囲 WEB より商品券の購入申込をした者 

記録情報の収集方法 本人又は保護者による申込み 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】産業部・商工課・商工振興係 

個人情報ファイルの名称 令和 4年度元気アップ商品券_全件リスト_確定版 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
産業部商工課 

個人情報ファイルの利用目的 商品券発送事務に利用するため 

記録項目 

１お客様番号、２世帯番号、３送り状番号、４宛名該当者、５

世帯内順位、６連番_物価高騰、７宛名個人番号、８宛名氏名、

９郵便番号、10 宛名住所、11 冊数、12 備考 

記録範囲 令和 4年 9月 1 日において、住民基本台帳に登録される市民 

記録情報の収集方法 住基システムより抽出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まれる 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



4 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】産業部・商工課・商工振興係 

個人情報ファイルの名称 購入申込者一覧（WEB） 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
産業部商工課 

個人情報ファイルの利用目的 商品券 WEB 購入申込受付者の取りまとめに利用するため 

記録項目 

１№、２Date、３IP、４購入希望セット数、５郵便番号、６住

所、７氏名、８氏名（ふりがな）、９性別、10 生年月日、11 電

話番号、12 メールアドレス 

記録範囲 WEB より商品券の購入申込をした者 

記録情報の収集方法 本人又は保護者による申込み 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



5 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】産業部・商工課・商工振興係 

個人情報ファイルの名称 購入申込者一覧（ハガキ） 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
産業部商工課 

個人情報ファイルの利用目的 商品券ハガキ購入申込受付者の取りまとめに利用するため 

記録項目 

１個人番号、２氏名漢字、３氏名カナ、４郵便番号、５住所、

６方書、７希望購入セット数、８はがき連番、９収受日 

記録範囲 ハガキより商品券の購入申込をした者 

記録情報の収集方法 本人又は保護者による申込み 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



6 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】産業部・商工課・商工振興係 

個人情報ファイルの名称 確定申込者一覧 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
産業部商工課 

個人情報ファイルの利用目的 商品券当選者の確定事務に利用するため 

記録項目 

１ID、２№、３Date、４IP、５購入希望セット数、６郵便番号、

７住所、８氏名、９氏名（ふりがな）、10 性別、11 生年月日、

12 電話番号、13 メールアドレス、14 個人番号、15 確認事項 

記録範囲 WEB・ハガキより商品券の購入申込をした者のうち当選した者 

記録情報の収集方法 本人又は保護者による申込み 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



7 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】産業部・商工課・商工振興係 

個人情報ファイルの名称 購入者管理台帳 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
産業部商工課 

個人情報ファイルの利用目的 商品券購入引換証の発送事務に利用するため 

記録項目 

１購入者番号、２世帯番号、３世帯代表、４漢字氏名、５生年

月日、６郵便番号、７住所、８方書、９セット数、10 抽選、11

購入者番号、12 受付番号 

記録範囲 商品券購入の当選者（世帯順） 

記録情報の収集方法 本人又は保護者による申込み 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建設部・都市計画課・建築住宅係 

個人情報ファイルの名称 市営住宅入居者 収入申告書 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
建設部都市計画課 

個人情報ファイルの利用目的 次年度市営住宅家賃算定のため 

記録項目 

1 団地名、2 氏名、3 電話番号、4 続柄、5 生年月日、6 個人番

号、7 職業・勤務先・通学先、8 障害の有無、9 所得額、10 税

上の扶養控除内訳 

記録範囲 全市営住宅入居者（特定公共賃貸住宅_東部団地 5号棟を除く） 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】教育総務課・教育総務係 

個人情報ファイルの名称 災害共済給付オンライン請求システム 

行政機関等の名称 田村市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育委員会教育総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の請求

（申請）・医療費給付、申請者情報管理を行うため 

記録項目 

１被災児童生徒情報（氏名、生年月日、性別、在籍学校名、学

年・組）、２保護者氏名、３学校所在地、４災害内容（災害発

生日時・場所・場合・状況、負傷部位・疾患種類、傷病・疾病

名、診療点数・食事療養負担額、診療（入院）開始日・実日数）、

５申請月日、６公費負担医療制度、７医療費支払決定額 

記録範囲 災害共済給付を申請した者 

記録情報の収集方法 本人、医療機関及び在籍学校 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市教育委員会 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】学校教育課・給食センター 

個人情報ファイルの名称 児童・給食費情報 

行政機関等の名称 田村市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育委員会学校教育課 

個人情報ファイルの利用目的 食数管理・給食費管理 

記録項目 

１児童生徒氏名、２生年月日、３性別、４住所、５保護者氏名、

６保護者住所、７保護者連絡先、８振替口座情報、９学校名、

１０クラス番号、１１食数、１２給食費負担額 

記録範囲 田村市内小学校・中学校及び市立幼稚園の給食喫食者 

記録情報の収集方法 市民課（住民基本台帳より）、在籍学校より 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 市内各金融機関 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市教育委員会 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】学校教育課・給食センター 

個人情報ファイルの名称 配食台帳 

行政機関等の名称 田村市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育委員会学校教育課 

個人情報ファイルの利用目的 給食費管理システムへ情報登録するため 

記録項目 

１児童生徒氏名、２生年月日、３性別、４住所、５保護者氏名、

６保護者住所、７学校名、８クラス、９出席番号 

記録範囲 田村市内小学校・中学校及び市立幼稚園の給食喫食者 

記録情報の収集方法 田村市内小学校・中学校及び市立幼稚園より 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市教育委員会 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】生涯学習課・スポーツ振興係 

個人情報ファイルの名称 田村市パークゴルフ場 利用者一覧 

行政機関等の名称 田村市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育委員会生涯学習課 

個人情報ファイルの利用目的 
田村市パークゴルフ場の登録者証の発行、利用実績・売上金の

集計に利用するため 

記録項目 

１利用者コード、２性別、３氏名、４住所、５連絡先、６生年

月日、７所属団体名、８利用日、９利用時間、10 貸しクラブ・

ボールの有無、11 利用料金 

記録範囲 「利用申込書兼登録者証申込書」を提出した者 

記録情報の収集方法 本人または保護者による申込み 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】図書館 

個人情報ファイルの名称 図書館利用者一覧 

行政機関等の名称 田村市教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
教育委員会図書館 

個人情報ファイルの利用目的 市立図書館の図書の貸出、返却事務に利用するため 

記録項目 

１利用者コード、２氏名、３生年月日、４性別、５住所、６電

話番号、７保護者氏名、８勤務先・通学先、９利用累計、10 登

録日、11 有効期限 

記録範囲 「図書館利用者カード申込書」を提出した者 

記録情報の収集方法 本人又は保護者による申込み 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】上下水道局・上下水道課・業務係 

個人情報ファイルの名称 給水加入者台帳（地区別） 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
上下水道局上下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 
給水加入者台帳の整理に関する事務、水道加入金の調定及び徴

収等に関する事務を行うため 

記録項目 
1 受付年月日、2 所有者名、3読み、4所有者住所、5給水場所、

6 口径、7加入金 

記録範囲 給水装置の所有者と加入金額 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】上下医水道局・上下水道課・業務係 

個人情報ファイルの名称 受益者負担金システム 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
上下水道局 上下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 
下水道事業受益者負担金賦課台帳の整理に関する事務、下水道

受益者負担金等の調定及び徴収等に関する事務を行うため 

記録項目 

1 受益者情報（氏名、郵便番号、住所、電話番号、口座情報額）、

2 加入情報（申請年月日、決定年月日、納入方法、負担決定金

額、公共ます数、加入建物住所、利用形態、居住人員）、3賦課

情報（納入年度、期日、金額） 

記録範囲 下水道受益者である建物の所有者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、法務局 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】上下水道局・上下水道課・業務係 

個人情報ファイルの名称 料金徴収システム 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
上下水道局 上下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 

料金調定に関する事務、料金徴収に関する事務、滞納整理に関

する事務、水道事業検針事務委託に関する事務、検定満期量水

器取替に関する事務、水道及び公共下水道の使用開始・中止等

の受付に関する事務、水道の開栓・閉栓に関する事務を行うた

め 

記録項目 

1 使用者情報（お客様番号、郵便番号、設置住所、使用者名、

カナ氏名、電話番号、使用期間、口座情報、家族数、送付先住

所及び氏名）、2 水栓情報、3 メーター情報、4 徴収表、5 検針

経歴、6異動経歴、7開閉栓受付記録、8交渉経過記録 

記録範囲 水道及び下水道を使用するもの 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】選挙管理委員会事務局 

個人情報ファイルの名称 選挙人名簿 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
選挙管理委員会事務局 

個人情報ファイルの利用目的 選挙人名簿定時登録 

記録項目 １住所、２氏名、３性別、４生年月日 

記録範囲 
定時登録日において市内に住民票を作成してから引き続き３

箇月以上住所を有する年齢満１８歳以上の日本国民 

記録情報の収集方法 住民基本台帳に基づく 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考  

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】選挙管理委員会事務局 

個人情報ファイルの名称 選挙人名簿 

行政機関等の名称 田村市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
選挙管理委員会事務局 

個人情報ファイルの利用目的 選挙人名簿選挙時登録及び投票受付 

記録項目 １住所、２氏名、３性別、４生年月日 

記録範囲 

選挙時登録日において市内に住民票を作成してから引き続き

３箇月以上住所を有する年齢満１８歳以上の日本国民 

（投票日までに年齢満１８歳に到達する者を含む） 

記録情報の収集方法 住民基本台帳に基づく 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）田村市総務部総務課 

（所在地）〒963-4393 田村市船引町船引字畑添 76-2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考  

作成日（最終修正日）：令和 6年 4 月 1日 


